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別添：新旧対照表 

 

改定後 改定前 

Ⅳ.基準時価総額の修正 

2. 修正方法 

(2）配当込み指数 

b. 予想配当金と決算短信等で公表された配当金の差異による微調整 

・ 配当落日に使用した予想配当金と、決算短信又は剰余金の配当に関する

開示（以下「決算短信等」という。）で公表された配当金との間に差異

が見られた銘柄について配当落金額の微調整を行う。具体的には、決算

短信等で配当金が公表される日（以下「公表日」という。）の月末営業

日（ただし、公表日が月末営業日の前営業日又は月末営業日の場合にお

いては、原則として翌月末営業日）に、配当落微調整額の総額を算出し、

基準時価総額の修正を行う。 

 

（削除） 

 

 

Ⅳ.基準時価総額の修正 

2. 修正方法 

(2）配当込み指数 

b. 予想配当金と決算短信で公表された配当金の差異による微調整 

・ 配当落日に使用した予想配当金と、決算短信で公表された配当金との間に

差異が見られた銘柄について配当落金額の微調整を行う。具体的には、配

当落日が属する月の 3ヶ月後の月の 7日（休業日の場合は前営業日に繰り

上げる）に、配当落微調整額の総額を算出し、基準時価総額の修正を行う。

（例えば 3月決算の場合、微調整の実施日は 6月 7日となる。） 

 

 

・ 配当落微調整処理の対象期間は、「配当落微調整実施日の 3 営業日前まで

に開示されている情報」を対象とする。ただし、上述の対象期間外に配当

修正が開示され、その修正内容が指数値に影響を与える影響が大きいと算

出者が判断した場合、追加で配当落微調整を実施する。 

 

 

 

以上 


